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間4 表示付認証機器の使用の届出に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正しいものの組合せはどれ

か。ただし,表示付認証機器について認証条件に従った使用,保管及び運搬をする場合とする。

A 許可使用者は,新たに表示付認証機器の使用をするときは,あ らかじめ,その旨を原子力規制委員

会に届け出なければならない。

B 表示付認証機器使用者は,当該表示付認証機器の使用をするときは,使用の開始の日から30日 以

内に,原子力規制委員会に届け出なければならない。

C 表示付認証機器届出使用者は,表示付認証機器に係る届け出た事項を変更したときは,変更の日か

ら30日 以内に,その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

D 表示付認証機器使用者は,当該表示付認証機器の使用をするときは,原子力規制委員会への届出を

要しない。

l Aと B  2 AIC.(DBと C  4 Bと D  5 Cと D

間 5 次のうち,届出販売業者が,あ らかじめ,原子力規制委員会に届け出なければならない変更事項とし

て,放射線障害防止法上定められているものの組合せはどれか。

A 販売所の所在地

B 放射性同位元素の種類

C 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

D 貯蔵施設の位置,構造,設備及び貯蔵能力

l ABCの み  (2)ABの
み  3 ADの み  4 CDの み   5 BCDの み

問 9 放射線障害防止法の放射性同位元素装備機器の設計認証に関する次の文章の  A ～  D に該当

する語句について,放射線障害防止法上定められているものの組合せは,下記の選択肢のうちどれか。

「放射性同位元素装備機器を A し,又はEBコ しようとする者は,当該放射性同位元素装備機

器の放射線障害防上のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の C その

他の D に関する条件について,原子力規制委員会の認証を受けることができる。」

A  EBコ   ECコ     EDコ
o製 造    輸入    年間使用時間    使用,保管及び運搬

2 生産    販売    使用時間      使用,貯蔵及び廃棄

3 設計    販売    年間使用時間    使用,保管及び運搬

4 生産    輸入    使用時間      使用,貯蔵及び運搬

5 製造    販売    使用時間      使用,保管及び廃棄


